


働く障害者、働くことを希望する障害者を支援するため、

障害者の就業機会拡大を目的とした各種施策を推進するべく、

障害者雇用促進法が改正されました（平成17年法律第81号）。

以下、法律改正の概要について、説甲いたします。

障害者の就業機会の拡大をめざして

精神障害者に対する雇用対策の強化

〇 精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）を雇用率

の算定対象にします（法定雇用率は現行 (1.8%）適リ）。

在宅就業障害者に対する支援
．． 

0 自宅等で就業する障害者を支援するため、企業が仕事を

発注することを奨励します（発注元企業に特例調整金等
＇ 

（障害者雇用納付金制度）を支給）。

〇 企業が在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事

を発注する場合にも、特例調整金等を支給します。

障害者福祉施策との有機的な連携

， 

〇 障害福祉施設体系の改革とあいまって、障害者雇用促進

施策と障害者福祉施策の有機的な連携を図リます。
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※以上のほか、特例子会社に係る調整金・報奨金の支給先の

範囲拡大その他所要の改正を行います。

【施行期日】平成18年4月1日（ただし、―音Bについては平成17年10月1日）
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在宅就業障害者に対する支援

〇 在宅就業障害者（自宅等において就業する障害者）に仕事

を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、

特例調整金•特例報奨金を支給します。 （①の発注のケース）

〇 企業が在宅就業支援団体（在宅就業障害者に対する支援を

行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人）

を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調

整金•特例報奨金を支給します。 （②の発注のケース）

※ 特例調整金等の支給事務は、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金

等と同様、高齢・障害者雇用支援機構において取リ扱います。
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〈登録要件〉

〇在宅就業障害者に対して、就業機会の確保・提供

のほか、職業講習、就職支援等の援助を行ってい

る法人であること

〇常時10人以上の在宅就業障害者に対して継続的に

支援を行うこと

0障害者の在宅就業に関して知識及び経験を有する

3人以上の者を置くこと（うち 1人は専任の管理

者とする）

〇在宅就業支援を行うために必要な施設及び設侮を

有すること

※ 初回の登録には登録免許税の納付が必要です。

゜









＼ 17 ）
 今年度は、総会の前に 、「新峙代の社会参加 『働く生活』の実現

にむけて」と題して、西南学院大学の舘暁夫先生に、はるば

る福岡からお越しいただいてご講演いただきました。

当日は以下の酉閂布資料にあるとおリ、当事者の思いを出発点とし

て、就労支援の際のポイントや全国各地の精神障害者の就労支援の

先進的な取リ組みなどについて、貝体的でたいへんわかリやすいお

話をいただきました。参考までに、是非ご高覧下さい。

I心に残る人ことば資料

■「ふれあいセンター」 Kさん

「ただ家にこもっているよリ、外へ出

て何かやっているほうが自信がもてる

んですよ。自分で稼げると、心が楽に

なリます。」

啓発ビデオ「納得のいく社会参加」

(NPOス トローク会制作）

■T工業株式会社 lさん

・従業貝20人のプラスチック成型・カ0工会
社丁社に菫力続14年

・保護就労。川崎市リハビリテーション医
療センターの就労支援と生活支援（援護
寮で、食事と入浴、金銭管理）を利用

・事業所もセンターがサポートしてくれる

ので安心

全家連「第14回精神障害者

リハビリテーション会議」 (1999)ゎ

調査結果

■咽班の 『やりがい』や『生きがい』は？」

「仕事」が 1番 (33.8%) (1, 404人中）

■「将来、一番したいことは？」

1番が「結婚」 (26.9%) 

2番は「仕事」 (26.2%) (1, 326人中）

全家連「地域生活本人の社会参加等に
対する意識と実態 ‘98」

(2000) 

Il なぜ「働く生活」？

納得のいく社会参加、その一形態としての「働
く生活」を求めて

■働きたい

親を超える

■働く場がない、働ける場がない

■諦めて、閉じこもるのではなく、納得の

いく社会参加「働く生活」の実現を！

皿「働く生活」を取t
■就業希望者は増えてきている （ハローワークで

有効求職者数 就

H6 2, 884 (3. 6) 

H7 3, 648 (4. 1) 

H8 4,626 (4. 8) 

H9 5, 657 (5. 5) 

H10 6, 955 (6. 0) 

Hl 1 8, 040 (6. 4) 

H12 9,342 (7. 1) 

H13 10,885 (7. 6) 

H14 12, 553 (8. 1) 

H15 14, 339 (9. 3) 

「働く生活」を取り巻く珪
者は増えてきている （ハローワークでの有効求職者

有効求職者数 就職件数

H6 2, 884 (3. 6) 1,004 (3. 6) 

H7 3, 648 (4. 1) 1,236 (4. 5) 

H8 4,626 (4. 8) 1, 411 (5. 0) 

H9 5, 657 (5. 5) 1, 506 (5. 3) 

H10 6, 955 (6. 0) 1, 360 (5. 1) 

Hl 1 8, 040 (6. 4) 1, 394 (5. 2) 

H12 9,342 (7. 1) 1, 614 (5. 7) 

H13 10,885 (7. 6) 1, 626 (6. 0) 

H14 12, 553 (8. 1) 1, 890 (6. 7) 

H15 14, 339 (9. 3) 2,493(7.6) 

2就業実態と就業の可能性 （外来 7,928人）

〈本人調査〉
■収入のある仕事 している 29. 4% 
（会社：20.6%自営・職親等：8.8%) 
■仕事の形態 フルタイム 31. ?% 
（パート：28.0%自営・家族・内職：25.1 %) 
■仕事をしない理由 見つからず 29. 8% 
（意志なし：20.2準偏中：8.2%) 
〈主治医調査〉

■就業の予測 フルタイム 29. 0% 
（パート：25.3%福祉：23.1%困難：22.7%) 
日本精神科病院協会「精神保健福祉に関するニーズ調査」 (2003)
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